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なぜコンテナ総重量の確定が重要なのか？
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改正SOLAS条約が2016年7月1日より発効。

国際海上輸出コンテナに課せられた義務要件

荷積国で定められた計量器で船積み前に総重量を確定
船長及び港湾ターミナル代表者への総重量情報の提供



なぜコンテナ総重量の確定が重要なのか？

最大コンテナ船
積載量

コンテナ船大型化の傾向

新造コンテナ船の年間
平均積載量

全コンテナ船の平均積載量
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2万個積みの世界最大コンテナ船
（2017年竣工、商船三井）

長さ400m、縦23段、横23列まで



なぜコンテナ総重量の確定が重要なのか？

【出典】（公財）日本海事センター

(単位：100万 TEU)
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世界のコンテナ荷動き量の推移（2000～2017）



なぜコンテナ総重量の確定が重要なのか？

断面のイメージ

船長及び港湾ターミナルオペレータは、目的地、コンテナ総重量、内包
されている危険物の危険性等の情報に基づいて、積付計画を作成、積
付を行う。

コンテナ積付計画への活用
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SOLAS条約（海上人命安全条約）及び対応国内法令の改正内容

１．荷送人は、以下の内容を含む貨物情報を含む資料を船長（又は代理人）に提供。

⇒○貨物の概要○貨物又は貨物ユニットの総重量○運送に関連する貨物の特性

２．荷送人は、船積み前に貨物ユニットの総重量が船積書類に記載されているものと一致することを確認。

改 正 前 内 容

• 上記、条約の改正内容について、船舶安全法体系の省令改正（危険物船舶運送及び貯蔵規則と特殊貨
物船舶運送規則）及び告示制定により担保（平成２８年７月施行）

国 内 対 応

改 正 後 内 容

上記現行規定に、以下の内容を追加

３．荷送人は、コンテナ貨物については、以下の２通りの方法で総重量を証明。

Ａ：調整・証明済み装置を用い、実入りコンテナの総重量を計測

Ｂ：国が承認した方法により、コンテナの自重・貨物・パレット等の重量を足し合わせ

４．荷送人は、上記方法で計測されたコンテナ総重量の船積書類への記載を確認

５．荷送人からコンテナ総重量の情報提供がなく、船長（その代理人）及びターミナル代表者がコンテナ総重
量を入手していない場合は、当該コンテナの船積禁止。

総重量把握の手順と伝達手法の明確化 荷送人等による手順書の作成と届出・登録
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コンテナ総重量の確定

実入りコンテナ

実入りコンテナ

バンニング

バンニング

方法１．総重量を計測 方法２．足し合わせて算出

荷送人自ら※ⅱ又は第
三者※ⅲに依頼して計測

計量器※ⅳ

荷送人※ⅰは次の２つのいずれかの方法でコンテナ総重量を確定する

※ⅱ 自らコンテナ総重量を確定させる荷送人は、予
め国土交通大臣へ届出【届出荷送人】

※ⅲ 荷送人に代わり重量確定を行う第三者は、国土
交通大臣の登録を受けた者。 【登録確定事業者】

輸出コンテナの総重量を自ら確定する荷送人※１や、荷送人に代わり委託を受けて総重量を確定する者※２は、法令等で定められた
方法により実施することを担保するため、業務実施手順書を整備し、予め届出・登録を実施。
※１：届出荷送人・・・3697者
※２：登録確定事業者・・・1477者 （H30年12月末時点）

重量確定方法

各コンテナ内に梱包する物（貨物品、パレット、固定材等）の重
量を個別に計量し、その合計に、コンテナの自重を加算

届出・登録制度

※ⅰ 船社との間で運送契約を締結した者。メーカーや
商社、フォワーダーなどが該当する。

重量確定を行う者の取り組み

荷送人自ら※ⅱ又は第
三者※ⅲに依頼して計測

計量器※ⅳ
※ⅳ 以下のいずれかを満たすもの

①計量法に基づく特定計量器
②適切に調整・点検され、器差が±５％の範囲内
である計量器
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「国際海上輸出コンテナの安定的な輸送に必要な重量確定・情報伝達等のあり
方に係る検討会」 審議結果と施策

コンテナ総重量確定制度の円滑・適切な実施を図るため、関係者から構成される検討会を設置。
期間：平成29年10月～平成30年11月

１.コンテナ総重量確定の品質確保

【示された課題】
• 重量確定業務を行う者の取組み状況を

把握するための情報が不足
• 制度の内容理解のための教育・訓練等

を受けていない者が存在 など

施策1

２.電子的情報の利活用方策

【示された課題】
• 船社、港湾ターミナルに提供すべき標

準的な伝達項目やルートが未定
• VGMだけでなく、貿易手続き全般の電

子化の検討と併せて行うべき など

施策2

関連省庁・機関との
連携強化

ガイドライン充実による
品質確保

審議における2本の柱



ガイドライン改訂の内容
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３－１．コンテナ総重量確定の品質確保

取 組 み 主 体 ： 国土交通省
適 用 の 時 期 ： 改訂ガイドライン公開後

業務実施手順書の内容及び手順書に基づく確定業務の実施
状況等について調査を実施。

書類の提出

国土交通省

書類に関する疑義等

訪問調査の実施

是正報告
届出荷送人

登録確定事業者



ガイドライン改訂の内容
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３－１．（１）届出荷送人の取扱い

取 組 み 主 体 ： 届出荷送人・国土交通省
適 用 の 時 期 ： 改訂ガイドライン公開後

担当部門責任者の連絡先及びその変更を報告対象に追加
（変更時、随時報告）。

国土交通省から業務実施手順書の提出を求めることが可能
に。

確定業務実態の無い届出荷送人の公開情報削除に関する要
件が追加。

申請・変更手続き

国土交通省 届出荷送人

電話・訪問調査の実施

（疑義があれば）業務
実施手順書提出依頼

公開削除
の検討



ガイドライン改訂の内容
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３－１．（２）手順書・規程類（ひな形）の充実

取 組 み 主 体 ： 届出荷送人・登録確定事業者
適 用 の 時 期 ： 改訂ガイドライン公開後

新たに「総重量確定制度に係る教育・訓練」に関する事項
の記載を課すもの。

方法２での「計量を要しない貨物」に関しては、その重量
情報が正しいものか確認をするための記載事項項目を追記。

（届出荷送人）
新たな業務実施手順書を備え置き

（登録確定事業者）
新規項目を記載した新手順書を提出

国土交通省
届出荷送人

登録確定事業者



ガイドライン改訂の内容
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３－１．（３）登録確定事業者の更新手続

取 組 み 主 体 ： 登録確定事業者
適 用 の 時 期 ： 次回更新時より適用

登録確定事業者更新における新規登録番号の取得又は旧登
録番号の継続の場合の要件を追記。

旧番号継続取得の場合は確定業務実施状況を確認するため
の新規提出書類が必要。

登録更新手続き

国土交通省 登録確定事業者



ガイドライン改訂の内容
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３－１．（４）登録確定事業者の重量確定業務に関する情報の把握
（５）重量確定業務への確定者等の監査体制の把握

取 組 み 主 体 ： 国土交通省
適 用 の 時 期 ： 3月中～下旬の公開を予定

登録確定事業者は確定方法の区分、計量器の種類を追加公開
ＨＰ上の公開簿へ各者の外部監査有無の情報を公表

新たな届出荷送人・登録確定事業者一覧
をHP上に公開
（登録更新期の３月中～下旬を予定）

国土交通省 届出荷送人
登録確定事業者



ガイドライン改訂の内容
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３－１．（６）確定者等への働きかけ

取 組 み 主 体 ： 国土交通省
適 用 の 時 期 ： なし

国土交通省から説明会を通した制度理解の更なる促進を図
る。

今後も随時、開催を予定。

国土交通省

国土交通本省・各地での説明会開催

届出荷送人
登録確定事業者
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新規の届出荷送人の申請書類

19

【届出事項】
① 名称及び住所並びに代表者の氏名及び法人番号
② 届出者に関する事項

1) 業務の種類及び概要
2) 届出に係る担当部門の責任者の氏名、職名及び連絡先
3) 総重量を確定させる業務を行う事業所の所在地及び名称
4) コンテナ総重量の確定方法の区分
なお、複数の事業所等を有する法人にあっては、法人単位での
届出、事業所等単位での届出のいずれでも可。

【添付書類】
① 現在事項が証明できる登記事項証明書
② 業務実施手順書を備えていることを証明する書類
（実施方法を記した文書の添付は必要としない。文書名、文書
番号、作成日等を記した書類を添付する。）

＜提出書類一覧＞

赤字：AEO輸出者に免除 アンダーライン：ISO9001取得者に免除



届出書雛形改訂（平成31年1月より）
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新規項目：
• 外部監査の有無（ISO9001等を取得されている方は「○」、下に（ISO9001）

と記載してください）
※AEO輸出者の場合も同様 ※どちらも取得されている方は両方ご記載ください。

申請者に関する事項 代表者に関する事項
業務の種類及び概要

届出に係る担当部門の責任者

名称又は氏名 住所 法人番号 役職 氏名 氏名 職名
電話連絡
先

電子メール
アドレス

（記載例）
国土交通省

東京都千代田
区霞が関2-1-
3

99999999999
99
（13桁のマイ
ナンバー）

代表取締役
社長

○○
△△

（例）自動車輸送、鉄道利
用輸送、海上輸送、船舶
利用輸送、利用航空輸送、
倉庫、旅行、通関、重量
品・プラントの輸送・建設、
特殊輸送、情報処理・解
析などの物流事業全般及
び関連事業

○○
△△

物流部長
○○－
○○○－
○○○○

XXXX@YYY
Y.co.jp

コンテナ総重量の確定方法

外部監査

コンテナ総重量を確定させる業務を行う事業所

方法１ 方法２
名称
所在地.1

名称
所在地.2

名称
所在地.3

名称
所在地.4

（以降適宜追加）

○ ○
○

（ISO9001）
(AEO)

○○県○○市○○
区○○△丁目
△△－△△

○○県○○市○○
区○○△丁目
△△－△△

○○県○○市○○
区○○△丁目
△△－△△



業務実施手順書を備えていることを証明する書類（記載例その１）

要求される手順 文書名 文書番号
作成日
（更新日）

① 計測・算出方法に関する事項 A社-貨物出荷マニュアル A-2016-01 2016.6.1

② 計量器の性能の確保に関する事項A社-物品管理規程 A-2016-02 2016/6/1

③ 重量確定業務に係る教育・訓練に
関する事項

A社-社内教育規定 A-2019-02 2019/2/1

④ コンテナ総重量を記した船積書類
等に署名する者に関する事項

A社-工場出荷手順書 A-2014-03 2014.4.1⑤ 確定したコンテナ総重量の船社又
はコンテナヤード責任者への伝達に
関する事項

⑥ 自ら計測しない貨物品等に関する
事項

A社-入荷貨物確認手順書 A-2015-04 2014.4.1

⑦ 計測・算出の記録の保管に関する
事項

A社-文書管理規則 A-2014-07 2014.5.1

⑧ 計測等の依頼に関する事項 A社-外注規程 A-2014-08 2014.5.1

⑨ その他必要な事項 該当なし

⑩ 上記①から⑨の点検方法（外部監
査、内部監査等）に関する事項

A社-内部監査規程 A-2014-10 2014.10.1 21

既に社内規程、手順書、マニュアル等を整備しており、要求手順を満足する場合



業務実施手順書を備えていることを証明する書類（記載例その２）
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雛形等を参考に、新たにコンテナ総重量を確定するための手順書を作成する場合

要求される手順 文書名 文書番号
作成日

（更新日）

① 計測・算出方法に関する事項

B社-コンテナ総重量算出規程 B-2019-01 2019.3.10

② 計量器の性能の確保に関する事項

③ 重量確定業務に係る教育・訓練に関
する事項

④ コンテナ総重量を記した船積書類
等に署名する者に関する事項

⑤ 確定したコンテナ総重量の船社又
はコンテナヤード責任者への伝達に
関する事項

⑥ 自ら計測しない貨物品等に関する
事項

⑦ 計測・算出の記録の保管に関する
事項

⑧ 計測等の依頼に関する事項

⑨ その他必要な事項

⑩ 上記①から⑨の点検方法（外部監
査、内部監査等）に関する事項

上記フォーマットの「証明する書類」ではなく手順書そのものを添付して頂いても結構です。



新規の登録確定事業者の申請書類
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【登録申請事項】
① 名称及び住所並びに代表者の氏名及び法人番号
② コンテナ総重量を確定させる業務を行おうとする事業所の名称及び所在地
③ 登録に係る担当部門の責任者の氏名及び役職

④ コンテナ総重量の確定方法の区分

【添付書類】
① 定款及び登記事項証明書
② 役員の氏名及び経歴を記載した書類
③ 方法１を用いる場合の計量器の名称、性能等を記した書類
④ コンテナ総重量を確定する業務を行う者の氏名を記した書類
⑤ コンテナ総重量を確定する業務を行う者が知識、経験を有することを証明

する書類
⑥ 業務実施手順書
⑦ 港湾運送事業法等の許可を得ていることを証明する書類
⑧ 港湾運送事業法等関係法令に抵触しないことを証明する書類

＜提出書類一覧＞

赤字：ISO9001取得者に免除



申請書雛形改訂（平成31年1月より）
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新規項目：
• 外部監査の有無（ ISO9001等を取得されている方は「○」、下に（ISO9001）

と記載してください）
• 使用する計量器の種別
（「特定計量器」もしくは「許容誤差±5％に調整・点検された計量器」
のどちらを使用するかを記載してください）

申請者に関する事項 代表者に関する事項 港湾運送事業法又は貨
物利用運送事業法によ

る登録等の別

登録に係る担当部門の責任者

名称又は氏名 住所 法人番号 役職 氏名 氏名 職名 電話連絡先
電子メール
アドレス

（記載例）
国土交通省

東京都千代田
区霞が関2-1-
3

###########
####
（13桁のマイ
ナンバー）

代表取締役
社長

○○
△△

例１ 港湾運送事業法によ
るコンテナ貨物の検量事
業を行う者として国土交通
大臣に許可されている。
例２ 貨物利用運送事業
法による貨物利用運送事
業を行う者として国土交通
大臣の登録を受けている。
等

○○
△△

物流部長
○○－
○○○－
○○○○

XXXX@YYY
Y.co.jp

外部監査
コンテナ総
重量の確
定方法

計量器の種
別

コンテナ総重量を確定させる業務を行う事業所

名称
所在地.1

名称
所在地.2

名称
所在地.3

名称
所在地.4

（以降適宜追
加）

○
（ISO9001）

方法1及び
方法2

「特定計量
器」 又は
「許容誤差
±5％に調
整・点検され
た計量器」

関東事業所
（横浜市中区
北仲通5-57）

近畿事業所
（大阪市中央
区大手前4-
1-76）

九州事業所
（福岡市博多
区博多駅東
2-11-1）



コンテナ重量確定業務実施手順書への記載事項

① 計測・算出方法に関する事項
② 計量器の性能の確保に関する事項
③ 重量確定業務に係る教育・訓練に関する事項
④ コンテナ総重量を記した船積書類等に署名する者に

関する事項
⑤ 確定したコンテナ総重量の船社又はコンテナヤード

責任者への伝達に関する事項
⑥ 自ら計測しない貨物品等に関する事項（方法２の場

合のみ：計量を要しない貨物又は固定材等の重量情
報の乖離を確認するためのチェック事項）

⑦ 計測・算出の記録の保管に関する事項
⑧ 計測等の依頼に関する事項
⑨ その他必要な事項
⑩ 上記①から⑨の点検方法

25

国際海上輸出コンテナの総重量の確定方法ガイドライン、
マニュアルより



（手順書）重量確定業務に関する教育・訓練 雛形

26

何を、どのように記載すればよいか？

実施する内容 

【例】 

（１） 国際海上輸出コンテナ総重量確定制度に関する社内講習 

（２） 重量確定業務の実地研修 

実施のタイミング 
【例】 

○か月毎、及び人事異動時に遅滞なく実施する。 

実施記録への 

記載事項 

【例】 

・記録文書の作成日 

・社内研修の実施日 

・受講した業務担当者の所属、氏名 

・講師の所属、氏名 

・教材、カリキュラムの内容 

・事後フォローアップ    等 

 
業務実施手順書に記載頂きたい事項

 どのような内容の研修か。
 目安とする実施のタイミング
 実施記録の内容（記載する項目について）

※記録の保管方法等の記載も必要になります。

＜手順書雛形の抜粋＞



（手順書）計量しない貨物等に関するチェック項目
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何を、どのように記載すればよいか？

業務実施手順書に記載頂きたい事項
 貨物に記載された計量不要の重量情報を使用する場合のチェック事項
 過去に計測した重量を使用する場合のチェック事項
 コンテナに記載された重量を使用する場合のチェック事項 等

貨物、シッピングマークに記載さ
れた重量を使用する場合

 重量情報に疑義がある場合は貨物を計測し、実際の重量と乖離がないことを
確認する。

 重量情報が特定計量器又は点検、調整された、器差が±５％の範囲内である
計量器で測定された重量であることを確認する。

 書類や貨物自体の記載重量を使用する場合は、梱包材も含めた貨物の重量
であることを確認する。 等

過去に計測した貨物の重量計測
実績を使用する場合

 書類、貨物外観をチェックし、過去に測定したものと相違がないかを確認する。
 重量情報が特定計量器又は点検、調整された、器差が±５％の範囲内である

計量器で測定された重量であることを確認する。
 過去に測定した時点の重量と乖離が発生していないことを確認するために、定

期的（○ヶ月毎、○週毎）に計測を行う。 等
コンテナの自重を使用する場合  機器受け渡し証（EIR）等の書類において転記ミスがないことを確認する。

等

方法２を使用する場合、重量情報の確認行程を挟むことで重量乖離を防ぐ

＜手順書雛形の抜粋＞

※「どのような手順・どのくらいの頻度で確認」という手順書に記載する内容等は
各者で判断・決定できます。



届出荷送人の業務継続報告
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【届出事項】
① 点検結果報告書

※提出はこの書類のみ。

＜提出書類一覧＞

～業務継続報告（点検報告）でご留意頂きたいこと～

 ガイドライン改訂による変更事項

旧：3年毎による点検結果報告
⇒ その報告時点からまた3年後に点検結果報告

新：3年毎による点検結果報告の事前提出
⇒ 基準日の90～30日前に報告した場合、当初の基準日から3年後を

点検結果報告の締切りに設定できる

上記期間内で前広な書類提出に御協力ください。

※上記報告がなされていない場合、取りまとめ施策3-1(1)に基づき、
国土交通省による確認・リストからの削除が行われる場合があります。



点検結果報告書（第e2号様式）
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報告者に関する事項 業務実施方法の点検

名称又は氏名 住所 法人番号 届出年月日 届出番号
点検の実施
日

点検の結果

（記載例）
国土交通省

東京都千代田区霞
が関2-1-3

##########
####
（13桁のマイ
ナンバー）

2016年6月1
日

JP-
XXXXXXXX
XX

2019年5月1
日

ISO9001認証の定期審査に
て手順を点検したところ、記
録の保管について改善点
が見つかったことから、必
要な手順を改めた。その他、
コンテナ総重量の確認に係
る手順は適切に実施されて
いた。

届出事項の変更

変更した事項 変更前 変更後

記録の管理に関する手順書 管理責任者等について変更した。

ご報告頂きたい事項
 点検の実施日
 点検の結果
 業務継続報告の際に届出事項に変更があった場合の変更事項

※記載例のとおりご記載頂ければ問題ございません。



既存の登録確定事業者の更新手続書類
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【登録更新申請事項】
① 名称及び住所並びに代表者の氏名及び法人番号
② コンテナ総重量を確定させる業務を行おうとする事業所の名称及び所在地
③ 登録に係る担当部門の責任者の氏名及び役職

④ コンテナ総重量の確定方法の区分

【添付書類】
① 定款及び登記事項証明書
② 役員の氏名及び経歴を記載した書類
③ 方法１を用いる場合の計量器の名称、性能等を記した書類
④ コンテナ総重量を確定する業務を行う者の氏名を記した書類
⑤ コンテナ総重量を確定する業務を行う者が知識、経験を有することを証明

する書類
⑥ 業務実施手順書
⑦ 港湾運送事業法等の許可を得ていることを証明する書類
⑧ 港湾運送事業法等関係法令に抵触しないことを証明する書類
⑨ 計量器の調整・点検を行っていることを証明する書類
⑩ 重量確定業務に係る教育・訓練を実施していることを証明する書類

＜提出書類一覧＞

赤字：ISO9001取得者に免除 青字：旧登録番号申請者に必須



更新の種別

旧登録番号を使用希望 新登録番号を使用希望

更新目安：登録有効期間満了日※の90日前～30日前に国土交通省へ提出
※日付は登録通知書の登録有効期間をご覧ください。

登録更新申請書（第8号様式）
＋

登録申請時と同様の書類
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国土交通省より登録通知書を送付
（有効期間3年、旧登録番号）

国土交通省より登録通知書を送付
（有効期間3年、新登録番号）

計量器の調整・点検を
証明する書類

重量確定業務に関する教育・
訓練を実施していることを証
明する書類

改訂に伴う新規事項
を満たした業務実施
手順書

書類提出メールの件名：「輸出コンテナ総重量登録更新」について

改訂に伴う新規事項
を満たした業務実施
手順書

登録更新申請書（第8号様式）
＋

登録申請時と同様の書類



登録更新申請書雛形
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登録更新申請書（第8号様式）

新規記載事項
• 外部監査の有無
• 計量器の種別

※更新時の報告にもご協力
をお願いいたします。



重量確定業務に関する教育・訓練を実施していることを証明する書類
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登録有効期間内（3年間）での研修の実施回数：計 12 回

実施日
（実施日程）

教育・訓練の名称 記録文書名 作成日

2017年3月○日
重量確定業務に
関する制度講習

重量確定業務に関
する制度講習記録

2017

年 3月
○日

2017年6月○日
重量確定業務に
関する実務研修

重量確定業務に関
する実務研修記録

2017

年 3月
○日

＜目的＞
 業務実施手順書どおり教育・訓練が実施されているか否かの確認
 3年間の実施回数等、教育・訓練に関する状況把握

登録有効期間内での研
修等実施回数を記載

・
・
・

研修の実施日、どのよ
うな研修をしていたか
等を記載欄に沿って概
要を記載してください。



変更の記載事項と留意点

登録事項変更申請書（第6号様式）と登録事項変更届（第7号様式）
※基本的には全ての事項が対象
・登録事項変更申請書：（２週間前に提出）

住所、会社名、代表者名、法人番号、重量確定を行う事業所の名称及び所在地、
確定方法の区分

→登録申請書に記載する事項（一部除く）が変更になった場合、かつ添付書類が必要。
・登録事項変更届：（遅滞なく提出）
→申請時の添付書類に記載している事項が変更になった場合
（ただし新たに確定方法の変更、追加をする場合は業務実施手順書とともに申請事項
も変更になるため、両方の提出が必要です。）

届出事項変更届（第3号様式、電子メールでの申請であれば第e3号様式）
・変更届が必要：住所、会社名、代表者名、法人番号、事業所の住所や名称、届出に

係る担当部門責任者の氏名、職名、連絡先
・変更届が不要：業務実施手順書の中身の変更（計量器の追加）

※留意点※
変更届書式は任意です。
→ただし届出事項変更なのか、登録事項変更なのかを明確にしてください。
登録事項変更申請書にはそれを証明する書類を添付してください。
（告示第7条及び第9条2項）

→ 例）法人番号の変更 → 登録事項変更申請書
法人番号変更の証明 → 登記事項証明書

一式の変更申請
34



情報の公表（届出荷送人）
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届出番号 名称又は氏名 住所 法人番号
代表者の役

職
代表者の
氏名

外部監査

JP-16-05-
B-1-000×

××株式会社
東京都港区
○○2-1-3△△

1234567891020 
代表取締役

社長
△ ×

○
（ISO9001）

JP-16-05-
B-3-000×

株式会社○○
滋賀県○○市
△×

1234567891020 
代表取締役

社長
△ ×

○
（ISO9001）
（AEO）

JP-16-05-
B-2-000×

△△株式会社
三重県△市×
丁目

1234567891020 
代表取締役

社長
△ ×

○
（AEO）

新規項目：
• 外部監査の有無（※AEO輸出者の場合も同様）

監査を有する事業者は○が付与され、括弧書きで監査プログラムが記載される。

届出荷送人の情報公表



情報の公表（登録確定事業者）
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新規項目：
• 外部監査の有無

監査を有する事業者は○が付与され、括弧書きで監査プログラムが掲載される。
• 方法1/2の区分

方法1、方法2、若しくはその両方で確定している。という方法のみの掲載。
• 計量器の種別

「特定計量器」若しくは「器差±5％の計量器」のどちらで確定しているのかを
掲載。（使用メーカー等の詳細情報の掲載はなし）

登録年月
日

登録番号
名称又は氏
名

住所 法人番号 役職 氏名 外部監査
コンテナ総重
量の確定方
法

計量器の
種類

2016/5/2
6
JP-16-05-A-
1-00○○

株式会社
○△

東京都□区
△△

123456789
1234 

代表理事
会長

○ ×
○

（ISO9001）
方法1及び方
法2

特定計量
器

2016/5/2
6
JP-16-05-A-
1-00××

一般社団法
人○

東京都×区
海岸3-1-8

123456789
1334 

代表理事
会長

○ × 方法1

許容誤差
±5％に調
整・点検さ
れた計量器

2016/5/2
6
JP-16-05-A-
0-00△△

○×株式会
社

神奈川県
○○市×丁
目

123456789
1320 

代表取締
役社長

○ ×
○

（ISO9001）
方法2

許容誤差
±5％に調
整・点検さ
れた計量器

登録確定事業者の情報公表
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• コンテナ総重量確定制度について
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【参考】国土交通省改正SOLAS関連ホームページ

38

＜１＞ 国土交通省HP「政策情報・分野別一覧」の「海事」をクリック

＜２＞ 「主な政策」の「船舶検査」の「船舶の安全・環境」をクリック



【参考】国土交通省改正SOLAS関連ホームページ
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＜３＞ 「船舶の安全・環境」内の「輸出コンテナ総重量の確定方法の制度化
について（改正SOLAS条約関連）」をクリック

国際海上輸出コンテナの総重量の確定方法
の制度化について（改正SOLAS条約関連）

下図のような確定方法に関する簡易図
が掲載されたページが開く

コンテナ総重量の確定方法ガイドライン
コンテナ総重量の確定方法マニュアル
各種届出・登録申請書類雛形
届出・登録事業者一覧 等



【参考】手続きの始め方と流れ
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届出荷送人
or

登録確定事業者

届出 登録

ガイドラインp10～11
マニュアルp25～30
ホームページ①

届出もしくは登録の
手続きが済んでいる

No Yes

届出もしくは登録
事項に変更がある

ガイドラインp13～15
マニュアルp31～35
ホームページ②

届出の点検報告もしく
は登録事項更新を行う

Yes

No

ガイドラインp11 2.11
マニュアルp29～30
ホームページ③

ガイドラインp14 6.13
マニュアルp34～35
ホームページ④

更新点検

ガイドライン
マニュアル

ホームページ※
を参照



【参考】コンテナ総重量確定者とVGMの流れ

荷送人
届出荷送人

登録確定事業者

荷送人等に重量
情報を伝達する
のみの者（登録・届
出は不要）

船社・コンテナヤード責任者

コンテナ総重
量の確定を
依頼

確定したコンテナ総重
量を船積書類・搬入表

に記載

・実荷主
・製造者
・生産者
・物流子会社 等

署名
伝達

署名
伝達

確定したコンテナ総重
量を船積書類・搬入表

に記載

重量の伝達にあたって
は計量法等関係法令を
遵守することに留意

取引証明等の理由により、すでに貨物
等の重量を計測している場合には当
該情報を活用することができる。

重量の確定

確定にあたっては港湾運送事業法等
関係法令を遵守することに留意

貨物品等の
重量情報等
の伝達

貨物品等の
重量情報等
伝達の依頼

貨物品等の
重量情報等
の伝達

重量の確定

確定にあたっては港湾運送事業法等
関係法令を遵守することに留意

コンテナ総重量を計測又は貨物
品等の重量を足し合わせて算出

登録確定事
業者の責任
で活用

搬入表等の作成・
伝達を代行する
のみの者
（登録・届出は不要）

・海貨事業者 等

搬入票の作
成・伝達代行
を依頼

署名
伝達

予め備え置く業務実施手順に署
名の委任に関する事項を規定す
ることで、署名を委任できる。

署名
伝達

搬入票の作成・
伝達代行を依

頼

登録確定事業者に
代わって

届出荷送人
に代わって

貨物品等の
重量情報等
伝達の依頼

貨物品等の
重量情報等
の伝達

コンテナ総重量を計測又は貨物
品等の重量を足し合わせて算出

荷送人の
責任で活用
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国土交通省海事局検査測度課危険物輸送対策室
Tel:03-5253-8111（内線44-179）

おわりに
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コンテナ総重量確定制度の届出・登録関係書類の提出先アドレス
が変更になっておりますのでご注意ください。

hqt-solas.container@gxb.mlit.go.jp

【コンテナ総重量確定制度に関する問い合わせ先】

①届出荷送人申請 ：http://www.mlit.go.jp/maritime/maritime_mn8_000005.html
②登録確定事業者申請：http://www.mlit.go.jp/maritime/maritime_mn8_000006.html
③届出荷送人業務継続：http://www.mlit.go.jp/maritime/maritime_tk8_000033.html
④登録確定事業者更新：http://www.mlit.go.jp/maritime/maritime_tk8_000034.html
※各種申請書様式一覧：http://www.mlit.go.jp/maritime/maritime_mn8_000007.html

届出・登録に関する詳細の掲載先一覧
国際海上輸出コンテナの総重量の確定方法の制度化について
http://www.mlit.go.jp/maritime/maritime_mn8_000008.html

tel:03-5253-8111
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ご清聴ありがとうございました。


